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〇少子高齢化・核家族化・人口減少の進行
近年、わが国においては、少子高齢化や核家族化、人口減少が進行しています。また、単身世帯の
増加、人々のライフスタイルの多様化などを背景に、人と人とのつながりが希薄化し、地域社会で支
え合う力が弱くなっています。
〇地域の支援ニーズの複雑化・複合化
孤立・孤独、虐待、ひきこもり、見守りが必要な人の増加など、地域の福祉課題が多様化していま
す。また、8050問題や介護と育児のダブルケアなど「複雑化・複合化」した問題を持つケースがあり、
社会的に注目されています。

計画策定の背景

国・県の計画を踏まえ、市では「第１期津島市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、司法も
含めた連携による権利擁護支援体制を推進するとともに、支援が必要な人の早期発見・支援が行える
地域連携ネットワークを構築します。
また、「第１期再犯防止推進計画」を策定し、安心・安全に暮らせる社会を実現するため、再犯防
止施策の推進に取り組みます。

成年後見制度利用促進基本計画及び再犯防止推進計画の策定

すべての市民が住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らし続けるためには、公的な福祉サービスを
充実するだけでなく、地域住民が主体となり、地域で困っている人を助け合い、お互いに支え合うと
いう「地域福祉」を進めることが重要です。
そのため、地域の住民一人ひとりが主役となって、年齢、性別、国籍、障がいの有無等にかかわら
ず、誰もがよりよく生きることのできる住みよいまちづくりの活動を、市や市社会福祉協議会等と協
働しながら、地域の実情に応じて計画的に連帯して進め、その成果を次の活動に生かしていく必要が
あります。
行政による「公助」だけでなく、自分ができることは自分で取り組む「自助」、地域住民同士が支
え合う「共助」が必要不可欠であり、市民、行政、福祉関係団体等が、それぞれの役割を果たす中で、
互いに力を合わせる関係を築き、「自助」「共助」「公助」を組み合わせた「地域ぐるみの福祉」を推
進していきます。

地域福祉とは

自　助
住民自身の取組
（自分でできることは
自分で取り組むこと）

共　助
地域住民同士の支え合い
（ボランティア活動・
住民組織の活動等）

公　助
公的なサービスの提供
（行政の責任として
推進していくこと）

〈自助・共助・公助の位置づけ〉

計画策定にあたって計画策定にあたって
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計画の策定にあたっては、各種のアンケート調査や地区懇談会、最終的にはパブリックコメントを
実施し、多くの市民のみなさまの意見の反映に努めました。ご協力ありがとうございました。意見や
議論から、津島市における地域福祉の課題を整理しました。

地域福祉の理解について
・市の広報紙や市社会福祉協議会の「ふくしだより」、SNSなど継続した周知啓発
・若者、働く世代等を含めた全市民に対するさらなる周知啓発

支え合う意識について
・地域で活動していない人を活動につなげるきっかけづくり

わかりやすい福祉情報について
・市と市社会福祉協議会による幅広い年代に向けた周知啓発の充実

地域活動の支援・活性化について
・小学校区における主体的な活動支援　　・地域活動に関する周知・啓発の工夫

地域の担い手づくりについて
・既存の参加者に加えて、新しい参加者を増やす取組

地域の交流、居場所づくりについて
・地域のこどもから高齢者まで全世代の地域参加と居場所づくり支援

地域の相談体制の充実について
・複雑化・複合化した課題への対応　　・窓口での連携によるスムーズな対応

保健・福祉サービスの充実
・保健・福祉ニーズに対するサービスの充実と認知症高齢者支援への対応

防災・防犯の充実
・防災・防犯の意識の向上、さらなる取組の強化

各調査から見る津島市の課題各調査から見る津島市の課題

地域での理解

地域での共生

地域での安心

1

1

1

2

2

2

３

３

３
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本計画は、基本理念を実現するための３つの基本方針に対し、11の基本目標を設定しました。また、
基本方針ごとに特に重要な基本目標を１つ設定し、【重点】と表しました。

施策体系施策体系

基本
理念 基本方針 基本目標

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う　

笑
顔
あ
ふ
れ
る
共
生
の
ま
ち　

つ
し
ま

Ⅰ地域での理解
～地域福祉の理解を深め、
　地域で支え合う意識を
　共有しよう～

１．地域で支え合う意識の啓発【重点】

２．福祉教育の推進

３．情報提供の充実

Ⅱ地域での共生
～支援の必要な人を
　包み込む共生のまちを
　めざそう～

１．支え合いのまちづくりの推進【重点】

２．地域における包括的支援の充実

３．権利擁護の推進

４．地域福祉の担い手づくりの推進

５．生きがいづくりと交流の推進

Ⅲ地域での安心
～誰もが住み慣れた地域で
　安心して暮らせる
　環境をつくろう～

１．相談体制の充実【重点】

２．保健・福祉サービスの充実

３．防災・防犯の推進
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基本方針Ⅰ～Ⅲのもと、市及び社会福祉協議会、地域や市民の各種取組のうち、本計画の期間内に
重点的に進める施策・事業を定め、取り組んでいきます。

基本目標【重点】基本目標【重点】

基本
方針

基本
目標 施策 主な施策・取組

Ⅰ　

地
域
で
の
理
解

１　

地
域
で
支
え
合
う
意
識
の
啓
発

（１）地域福祉の意識啓発

（市）
・�広報紙等を通じた周知啓発の充実【重点】
（社協）
・�ふくしだより、ホームページ、Instagram等の充実
　【重点】
・�イベントでの啓発、活動の情報提供【重点】
（地域・市民）
・�講演会やイベント等に積極的に参加し、地域福祉
について理解を深めましょう。　等

（２）人権尊重に対する理解
	 促進と社会参加の推進

（市）
・�人権に関する啓発活動
・�南文化センターを拠点とした社会参加の支援
・�虐待防止に関する施策の推進

Ⅱ　

地
域
で
の
共
生

１　

支
え
合
い
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

（１）地域活動の支援・活性化

（市）
・�地域活動に関する情報発信の支援
・�コミュニティ推進協議会同士の交流・情報交換の
場の提供【重点】
・�既存の公共施設の有効活用
（社協）
・�地域福祉活動に関する情報提供
・�コミュニティ推進協議会の活動支援
（地域・市民）
・�地域づくりを我が事として捉え、地区懇談会や研
修会などに参加しましょう。

（２）地域の関係機関等との
	 連携強化

（市）
・�地域の関係機関等との連携
（社協）
・�地域福祉活動計画の周知
・�地区社会福祉協議会との連携・協働【重点】
・�会員募集、共同募金活動【重点】

Ⅲ　

地
域
で
の
安
心

１　

相
談
体
制
の
充
実

（１）相談体制の充実

（市）
・�高齢者への相談体制の充実【重点】
・�子育てに関する相談体制の充実【重点】
・�障がいのある人への相談体制の充実【重点】
・�心身・健康に関する相談体制の充実
・�複合的な課題への対応【重点】　等
（社協）
・�ふくし総合相談窓口の充実
・�弁護士・司法書士相談窓口の充実【重点】
・�障がいのある人への相談体制の充実
（地域・市民）
・�悩みや困りごとがあったら、市役所や市社会福祉
協議会等に相談しましょう。　等



5

地域福祉に関わる現状と悩みや困りごとを把握するため、令和６年２月から令和７年６月にかけて
８小学校区で地区懇談会を開催しました。
地区懇談会で話し合われた課題、将来像、主な取組などを抜粋して掲載しました。
なお、いただいた意見は原則として原文のまま掲載しています。

地区懇談会　まとめ地区懇談会　まとめ

テーマ 意　見
人間関係 町内役員と住民のつながりが希薄化している。

地域のつながり・コミュニケーションについて１

テーマ 意　見
交通 運転できなくなったあとの移動手段が課題。

高齢者・障がいのある人について３

テーマ 意　見

少子化・子ども会 こどもが少なく、子ども会を廃止した。
こどもの遊びの自由さがなくなっている。

こどもについて４

テーマ 意　見

災害・防災 担い手となる若い世代の参加が課題。
防災担当の参加、なり手が少ない。

地域の安心・安全について５

テーマ 意　見
個人情報 昔からいる方はわかるが、新しい住民さんのことがわからない。

なり手・担い手 PTA、町内会への参加者が少ない。役員のなり手がいない。

地域活動について2

テーマ 意　見
公共の整備 道路が悪い。（直してもすぐ悪くなる、歩道も狭く、足が悪いと危ない）

空き家 持ち主がわからない空き家は雑草などが多い。火事が怖い。

その他６
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地区懇談会の内容（小学校区）
地域内の悩みや困りごと 将来像とやってみたい取組

東

・�高齢者：サロンをやっていることを知
らない人が多い。
・�こども：こどもが少なく子ども会を廃
止した。
・�防災：避難できない人は役所に登録。
（登録の仕組みがあるのを知らない人
もいる）

世代をこえてつながる活気のあるまち
＜主な取組＞
・�東公園の活用　・イベント(こども向け)
・�防災、教室（勉強会）体験をする
・�居場所づくり、世代間交流の企画をする
・�地域の環境づくり

西
・�少子化・子ども会：子ども会を通じて
地域の交流をしていたが、少子化で交
流が少なくなった。

みんなでこどもの育つ伝統と歴史の再発見
＜主な取組＞
・�歴史・文化等の勉強や（予備知識）⇔�
体験、西地区にしかできないこと

南

笑顔でだれもがいきいきと
＜主な取組＞
・�地域菜園づくり　　
・�交流の場、世代間交流
・�東側地区の居場所づくり
・�こどもが大人に教えるサロン、ボードゲーム、
折り紙、編み物
・�自主学習

北

・�町内会：各団体のスタッフ不足。お手
伝いなら声かけてくれればいくよとい
う人はいる。
・�高齢者：ひとり暮らし登録の方には月
１回声掛け。それ以外の方は接するこ
とが少ない。

誰もが集えるおもいやりのあるまち
＜主な取組＞
・�コスプレイベント　・�あいさつ運動
・�ごみゼロ　　・�新生児への祝い金（品）
・�弱者へのフォロー　・�定期イベント

神守
・�人間関係：行事がない。隣とのコミュ
ニケーションがない。
・�防災訓練：担い手となる若い世代の参
加が課題。

えがおが繋がるずっと住みたいまち
＜主な取組＞
・�スマホ、パソコン等の異世代交流教室
・�避難体験
・�イベント神守の日

蛭間
・�町内会：班同士のコミュニケーション
がない。
・�個人情報：なかなかご近所のことがわ
からない。

多世代が楽しくつながれるまち
＜主な取組＞
・�ゴミ拾いのイベント　・家庭菜園教室
・�国際交流を目的とした集まり
・�地域の皆が顔見知り
・�こどもたちが生き生きと活動できるまち

高台寺
・�少子化、外国籍市民との関わり：人口
の減少、外国人の増加に伴って、相互
理解が必要。こどもの減少。

笑顔で安心安全に暮らせる美しいまち、
共生のまち、高台寺
＜主な取組＞
・�ゴミ出しを通じた関係づくり
・�シニア世代の集まり

神島田

・�イベント：コロナで３年イベントがで
きていない。
・�担い手：PTA、町内会への参加者が少
ない。
・�災害：浸水した避難所への避難は困難。

笑顔であいさつ、安心にくらせるまち
～みんなが主役～
＜主な取組＞
・�あいさつ　・防災訓練と炊き出し　
・�防災（避難所運営等）
・�人と人とのつながり ・祖父母の家の活用

私たちは、
将来像と
やってみたい
取組を中心に
話し合いました。
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第３期津島市地域福祉えがおのまち計画　令和８年度～令和12年度
◆津島市福祉部福祉課　　　　
〒496-8686　津島市立込町２-21
電話（0567）24-1111　FAX（0567）24-1138

◆津島市社会福祉協議会
〒496-0863　津島市上之町１-60
電話（0567）25-8411　FAX（0567）24-0328

概要版

第１期津島市成年後見制度第１期津島市成年後見制度
利用促進基本計画利用促進基本計画

第１期津島市再犯防止推進計画第１期津島市再犯防止推進計画

権利擁護支援が必要な
人の意思が尊重され、必
要な人が適切に成年後見
制度を利用できるよう、
福祉、行政、司法等の多
様な主体が関わり、本人
や成年後見人等を支援す
る仕組みとして、地域連
携ネットワークを構築し
ます。

国や県の方針を踏まえ、犯罪や非行を犯した人たちの円滑な社会復帰を見据え、自立に向けた支援
や自立を支える保護司会の活動の支援等を行い、犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりを推
進していきます。

（１）成年後見制度の適切な利用の促進	 （２）地域連携ネットワークの充実
（３）中核機関の機能の充実

（１）自立に向けた支援体制の構築	 （２）保護司会への活動支援
（３）再犯防止に関する取組の周知・啓発

基本方針

基本方針

基本施策

基本施策

権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりのイメージ図

資料：津島市成年後見センター

津島市成年後見制度利用促進協議会

津島市成年後見センター
【中核機関】

津島市成年後見支援検討会議
（チームを支援する体制）

チーム

福祉課・高齢介護課
家庭裁判所

津島市
社会福祉協議会

医療機関
福祉関係団体民生委員・自治会等

地域関係団体

津島市地域包括支援センター
・北地域包括支援センター
・中地域包括支援センター
・南地域包括支援センター

専門職団体
・弁護士会
・司法書士会
・社会福祉士会等

津島市基幹相談支援センター民間団体・NPO等

医療機関

家族・親族

行　　政

介護支援専門員
相談支援専門員

介護サービス事業者
障がい福祉サービス事業者

相談・支援

本人 後見人等


